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平成 28年 3月 9日（水）に開催した第 6回公立大学法人静岡文化芸術大学経営審議会の結果は

次のとおりである。 

 

１ 議 案 

給与関係規程の一部改正について 

（１）趣旨 

静岡県の特別職報酬の改定状況及び民間の給与状況等を勘案して、役員、職員及び教員

の給与等の改定を行うこととし、所要の改正を行うことについて、その承認を求める。 

（２）主な意見 

特になし 

（３）審議結果 

審議を踏まえ、議決された。 

２ 協議事項 

（１）平成 28年度 事業方針（案）について 

（２）平成 28年度 年度計画（案）について 

  ア 趣旨 

第２期中期計画の初年度に当たる平成 28年度において、重点的に実施する事項をまと 

めた事業方針（案）、及びその具体的事項を示した平成 28 年度計画（案）について、意見

を求める。 

  イ 主な意見 

・年度計画については項目数が大変多いため、重点項目を絞って分かりやすい形で学内に  

周知した方がよい。 

・「検討する」や「調査する」という項目が多いので、「実施する」まで達成できるよう、  

スピード感を持って実行することが重要である。 

・社会全体で女性が働きやすい環境が求められているため、本学においても女性がより活 

躍できるよう取組んでほしい。 

・事業方針、年度計画では、新たに入学試験･高校大学連携センター等を設置するなど、業 

務量が増加しているが、スクラップ＆ビルドなどにより業務の見直しを行うことも必要  

である。 

（３）平成 28年度 当初予算（案）について 

  ア 趣旨 

      平成 28年度から第２期中期計画がスタートするが、第１期の運営費交付金の算定方法  

が継続されることによる交付金の減少等を考慮し、可能な限り歳出を抑制し、重点項目へ   

の配分に努めた平成 28年度当初予算（案）について、意見を求める。 

  イ 主な意見 

・県の財政状況も厳しいと考えられるので運営費交付金が削減されるのはやむを得ない 

が、経費削減ばかりが強調されすぎ、事業自体の質を落とすことのないよう心掛けてほ 

しい。 

３ 報告事項 

 次期中期計画について 

前回会議で審議された次期中期計画（案）について、認可申請に当たり、県との調整の   

中で修正された項目について、報告がされた。 

 

以上により議事を終了 


